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会
杜
法
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い
て
の
シ
カ
ゴ
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そ
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第
一
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第
二
、
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済
学
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て
の
シ
カ
ゴ
学
派
（
代
表
者
と
し
て
の
、
ミ
ル
ト

　
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
学
説
の
要
約
）

第
三
、
独
禁
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
と
そ
の
批
判

第
四
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
単
派
の
発
生
お
よ
ぴ
発
展

第
五
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
挙
派
の
特
徴

第
六
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
と
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法

第
七
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
批
判

第
八
、
む
す
ぴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

第
一
　
序
説

艦
済
学
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
影
響
は
、
一
九
六
〇
年
の

田
　
　
中

誠
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

初
め
か
ら
会
社
法
に
も
及
ん
で
き
て
、
こ
の
傾
向
に
基
づ
く
論
文

の
相
当
数
が
米
国
の
法
学
雑
誌
に
発
表
さ
れ
、
学
界
、
法
曹
界
お

よ
ぴ
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
の
支
持
・
改
正
等
に
相
当
の
影
響
を
与

え
て
お
り
、
こ
の
影
響
は
、
目
本
の
学
界
の
一
部
に
も
及
ん
で
き

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
（
1
）
　
髪
纈
目
冒
o
（
匡
1
Ω
‘
）
．
H
サ
o
　
＝
－
囲
巨
肖
O
ユ
巨
o
尉
目
口
o
｝
“
ま
o
旨
o
o
．

　
　
鶉
目
O
昌
勺
o
轟
巨
o
P
S
O
o
－
自
昌
一
「
射
o
ヂ
ω
o
o
（
も
σ
N
）
・
は
、
そ

　
　
の
最
初
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
直
接
に
は
、
米
国
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
会
社
法
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
会
社
法
の
基
礎
理
論

に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
（
例
え
ぱ
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
企
業
の
社

会
的
責
任
の
否
定
）
、
日
本
の
会
社
法
学
の
研
究
に
も
著
し
く
重

要
な
意
昧
を
有
す
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
私
は
私
自
身
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（11）　会社法についてのシカゴ挙派とその批判

の
解
決
を
促
さ
れ
る
重
要
問
題
で
あ
る
と
痛
感
し
、
本
稿
で
こ
れ

を
論
ず
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
　
経
済
学
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
（
代
表
者
と
し

　
　
　
　
　
　
て
の
、
、
、
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
挙
説
の
要
約
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

　
ミ
ル
ト
ン
．
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（
峯
葦
昌
軍
－
＆
昌
彗
）
の
経
済

学
説
の
重
要
部
分
の
一
つ
は
、
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
（
峯
昌
g
彗
a
昌
）

を
強
調
す
る
点
で
あ
る
。
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
の
中
心
的
な
考
え
方
は
、

通
貨
の
数
量
は
、
経
済
の
短
期
的
な
変
動
に
も
、
ま
た
長
期
的
な

変
動
に
も
重
要
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
通
貨
そ
れ
自
体
の
数
量
で

あ
っ
て
、
金
利
、
通
貨
市
場
ま
た
は
信
用
の
状
態
と
い
う
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
（
』
皇
目
峯
ξ
冨
邑
内
｛
宇

g
）
は
金
利
と
財
政
を
重
視
し
た
が
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
金
融

と
通
貨
供
給
量
を
重
視
し
、
財
政
政
策
を
景
気
対
策
に
使
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

の
は
、
有
効
で
も
な
く
有
用
で
も
な
い
と
す
る
。

　
（
1
）
　
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
一
九
七
六
年
に
ノ
ー
ペ
ル
経
済
学
賞
を
受

　
　
け
て
い
る
が
、
そ
の
著
書
の
主
要
の
も
の
は
、
西
山
千
明
編
著
「
フ

　
　
リ
ー
ド
マ
ン
の
恩
想
」
三
二
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
以
後
こ
の
書
を

　
　
西
山
・
「
恩
想
」
と
略
記
す
る
。

　
（
2
）
　
西
山
・
「
思
想
」
二
〇
〇
頁
。

　
（
3
）
　
西
山
・
「
思
想
」
五
三
頁
。

　
こ
の
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
の
■
主
張
は
、
ケ
イ
ン
ズ
学
説
の
批
判
と
し

て
は
、
極
め
て
璽
要
で
あ
る
が
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学

派
へ
の
影
響
と
し
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
新
自
由
主
義
の
主
張
で

あ
る
。
即
ち
資
本
主
義
制
度
の
下
に
お
け
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

調
整
作
用
を
尊
重
し
自
由
市
場
の
決
定
に
任
せ
、
政
府
の
自
由
放

任
と
企
業
の
自
由
競
争
と
を
最
良
と
し
、
経
済
的
効
率
性
と
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

分
析
に
重
き
を
お
く
の
で
あ
る
。
自
由
競
争
を
最
良
と
す
る
こ
と

か
ら
、
企
業
独
占
に
せ
よ
、
労
働
独
占
に
せ
よ
、
直
接
に
独
占
を

助
け
る
手
段
を
除
く
こ
と
が
最
重
要
で
あ
る
と
し
、
両
方
共
に
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
三

占
禁
止
法
に
従
う
ぺ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
（
4
）
　
西
山
・
「
恩
想
」
二
二
頁
以
下
参
照
。

　
（
5
）
　
句
ユ
巴
昌
彗
一
〇
岩
旨
豊
眈
昌
閏
自
o
厚
o
＆
o
∋
し
o
S
一
P
－
S
－

　
そ
し
て
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
企
業
お
よ
ぴ
企
業
関
係
者
の
杜
会
的

賛
任
を
否
定
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
自
由
経
済

の
性
樒
お
よ
ぴ
性
質
の
根
本
的
な
誤
解
を
示
す
と
し
、
企
業
の
社

会
的
責
任
は
、
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
諸
資
源
を
使
用
し
て
、
ゲ
ー

ム
の
ル
ー
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
利
益
を
増
大
す
る
よ
う
な
活

動
に
従
事
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ぱ
、
ご
ま
か
し
や
詐
歎
な
し
に

公
開
さ
れ
た
自
由
な
競
争
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ

し
て
個
人
が
そ
の
自
已
の
利
益
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ダ
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一橋論叢　第100巻　第4号　（12）

ム
ス
ミ
ス
の
言
葉
の
よ
う
に
「
彼
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
い

目
的
を
推
進
す
る
よ
う
に
見
え
ざ
る
手
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
」
よ

う
な
法
の
枠
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
残
り
の
者
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

責
任
で
あ
る
と
す
る
。

　
（
6
）
雲
＆
目
彗
一
ω
ξ
量
昌
雷
（
血
）
算
§
・

　
こ
の
最
後
に
述
ぺ
た
点
は
、
公
正
な
自
由
競
争
が
で
き
る
よ
う

な
法
を
作
り
、
自
由
競
争
の
公
正
を
保
つ
ル
ー
ル
を
作
る
必
要
は

認
め
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

の
説
の
基
礎
は
、
資
本
主
義
制
度
の
下
に
お
け
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
調
整
作
用
を
尊
重
し
、
経
済
的
効
率
性
と
経
済
分
析
を
重
視

し
、
政
府
に
よ
る
自
由
放
任
の
下
に
お
け
る
企
業
の
自
由
競
争
を

最
良
の
方
法
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
一
　
　
　
■

第
三
　
独
禁
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
と
そ
の
批
判

　
米
国
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド

学
派
と
シ
カ
ゴ
学
派
と
の
対
立
が
あ
り
、
近
時
に
お
い
て
は
、
前

者
か
ら
後
者
に
そ
の
優
位
が
移
っ
た
と
さ
れ
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
三

利
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
決
定
的
と
い
え
な
い

こ
と
は
後
述
の
内
外
の
有
カ
学
説
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
と
思
わ
れ

＾
8
）る

。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
学
派
の
主
旨
は
、
独
占
や
企
業
集
中
を
極
カ

抑
止
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
行
為
規
制
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
構

造
規
制
を
重
視
し
、
カ
ル
テ
ル
お
よ
び
合
併
を
厳
し
く
制
限
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

集
中
高
度
の
企
業
に
対
し
て
は
分
割
を
要
求
す
る
。
こ
の
挙
派
は

一
九
七
〇
年
代
半
ぱ
ま
で
は
ハ
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
立
法
お
よ

ぴ
解
釈
の
主
流
と
な
っ
て
い
た
。

　
（
7
）
　
村
上
政
博
「
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
」
一
員
以
下
。

　
（
8
）
　
回
o
く
o
目
斥
里
旨
勺
（
目
一
）
一
＞
斗
津
昌
黒
勺
o
－
o
｝
里
｛
訂
『
O
巨
o
串
o
目
9

　
　
o
。
阜
峯
－
o
罵
o
目
竃
■
－
射
薯
－
N
ご
（
一
湯
蜆
）
一
国
胃
ユ
叩
（
射
・
Ω
・
）
脚
－
o
．

　
　
乙
o
（
■
峯
．
）
一
＞
算
ミ
冨
庁
冒
目
艮
g
U
監
冒
三
〇
♪
s
o
雷
曇
・
■

　
　
射
睾
．
ω
（
H
⑩
O
。
阜
）
・
谷
原
修
身
・
「
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
潮
流
」
。

　
　
公
正
取
引
四
三
五
号
四
二
員
以
下
、
小
西
唯
雄
・
「
ア
メ
リ
カ
に
お

　
　
け
る
二
つ
の
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
論
」
公
正
取
引
三
八
七
号
一
四
頁
以

　
　
下
、
村
上
政
博
・
前
記
ハ
リ
ス
お
よ
ぴ
ジ
目
ー
ド
の
諭
文
紹
介
、
ア

　
　
メ
リ
カ
法
一
九
八
六
年
八
五
員
。
右
の
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
カ
ン
プ
の
論
文

　
　
に
対
し
て
は
シ
カ
ゴ
学
派
の
立
場
か
ら
反
諭
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

　
　
非
シ
カ
ゴ
学
派
の
立
場
か
ら
の
反
論
が
な
さ
れ
て
お
り
こ
れ
は
谷
原

　
　
「
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
論
争
の
新
展
開
」
公
正
取
引
四
五
〇
号
二

　
　
七
頁
以
下
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
、
紙
幅
の
制
隈
が
あ
り

　
　
か
つ
独
禁
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
挙
派
の
研
究
を
主
題
と
し
な
い
か

　
　
ら
、
こ
れ
以
上
こ
れ
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
（
9
）
　
小
西
・
前
掲
ニ
ハ
頁
。

こ
れ
に
対
し
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
前
述
の
フ
リ
ー
ド
マ
ン
等
の
シ
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〈工3）　会社法についてのシカゴ学派とその批判

カ
ゴ
学
派
の
経
済
挙
者
の
学
説
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
で
、
市

揚
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
資
源
が
合
理
的
に
配

分
さ
れ
、
経
済
の
効
率
性
を
高
め
得
る
と
し
、
政
府
介
入
は
、
・
原

則
と
し
て
市
場
の
働
き
を
妨
げ
る
か
ら
可
及
的
に
排
除
さ
れ
る
べ

　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
学
派
は
、
巨
犬
企
業
の
活
動
の
結
果
と

し
て
生
ず
る
効
率
性
を
高
く
評
価
し
、
独
占
禁
止
法
の
専
ら
の
目

標
は
、
純
粋
の
割
当
効
率
（
畠
汁
昌
o
o
筆
毒
o
爵
〇
一
竃
o
＜
）
を
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
n
）

犬
化
す
る
こ
と
に
あ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
権
力
や
窟
の
集
中
の
規
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

を
独
占
抑
止
の
目
的
と
は
考
え
な
い
。
換
言
す
れ
ぱ
、
シ
カ
ゴ
学

派
は
、
個
別
事
案
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
経
済
分
析
を
重
視
し
、
反

ト
ラ
ス
ト
政
策
を
純
然
た
る
経
済
政
策
と
考
え
、
資
源
の
合
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
〕

配
分
と
経
済
効
率
の
達
成
を
唯
一
の
目
標
と
す
る
。
経
済
分
析
を

重
視
す
る
緒
果
と
し
て
、
合
併
認
可
の
基
準
と
し
て
も
画
一
的
形

式
的
基
準
に
よ
ら
な
い
で
、
多
様
な
要
因
を
考
慮
す
る
基
準
を
設

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

定
す
る
の
を
適
当
と
す
る
。
理
論
上
の
理
由
で
は
な
い
が
、
実
際

上
の
理
由
と
し
て
、
米
国
が
近
時
鉄
鋼
産
業
、
自
動
車
産
業
を
は

じ
め
多
く
の
産
業
分
野
で
国
際
競
争
カ
を
弱
め
、
外
国
か
ら
の
輸

入
増
大
に
苦
し
ん
で
い
て
、
そ
の
原
因
の
一
つ
は
独
禁
政
策
が
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
∬
）

格
す
ぎ
る
こ
と
に
あ
る
と
の
見
解
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
1
0
）
　
小
西
．
前
一
掲
一
七
員
。

（
u
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
b
）

国
o
く
o
旨
－
鼻
冒
掌
彗
o
轟
昌
g
o
（
o
o
）
g
N
s
一

谷
原
・
前
摺
四
二
頁
。

村
上
・
前
摺
著
一
員
。

村
上
・
前
掲
著
四
頁
。

小
西
・
前
掲
一
五
頁
。

　
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
当
時
全
盛
期
に
あ
っ
た

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
学
派
に
論
争
を
試
み
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
は
理

論
的
に
優
位
と
な
り
一
九
八
○
年
代
に
入
る
と
支
配
的
学
説
と
し

て
の
地
位
を
確
立
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
上
独
禁
当
局
を
掌
握
し
、

裁
判
所
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

箏
　
（
1
6
）
　
村
上
・
前
掲
著
一
頁
。

　
し
か
し
、
シ
カ
ゴ
挙
派
に
対
し
て
も
次
の
如
き
有
力
な
批
判
が

な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
反
独
占
の
政
策
決
定
は
、
専

ら
新
古
典
派
市
場
効
率
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
導
か
れ
る
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

る
と
い
う
見
解
は
、
素
朴
に
す
ぎ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
シ
カ
ゴ
学

派
は
、
市
場
に
特
別
な
千
渉
理
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
国
家
や
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
〕

機
関
か
ら
放
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
こ
の
点
に
も
問
題

が
あ
る
。
ホ
ー
ブ
ェ
ン
カ
ン
プ
は
、
新
古
典
的
価
椿
理
論
モ
デ
ル

の
内
部
的
完
全
性
が
問
題
と
な
る
と
し
、
こ
の
モ
デ
ル
が
、
あ
ま
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一橘論叢 第100巻 第4号　（14）

り
に
静
態
的
市
場
概
念
に
依
存
し
す
ぎ
る
二
と
、
お
よ
ぴ
こ
の
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

デ
ル
が
企
業
の
戦
略
行
動
の
範
囲
を
十
分
に
評
価
し
な
い
と
す
る
。

効
率
性
に
関
す
る
古
典
的
市
場
論
は
、
窟
が
分
配
さ
れ
る
方
法
と

は
無
関
係
な
基
準
に
基
い
て
市
場
を
評
価
し
、
そ
の
政
策
に
よ
っ

て
利
益
を
受
け
る
者
の
全
利
益
が
損
失
を
被
る
者
の
全
損
失
を
上

廻
る
な
ら
効
率
的
な
政
策
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
は
、
大
企
業
お
よ

び
垂
直
的
統
合
さ
れ
た
企
業
を
保
謹
し
、
小
企
業
、
効
率
性
の
悪

い
企
業
、
お
よ
ぴ
消
費
者
を
見
捨
て
る
お
そ
れ
の
あ
る
政
策
で
あ

砺
ド
ホ
ー
ヴ
ェ
ン
カ
ン
プ
は
、
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
効
率
性
の
目
標

お
よ
ぴ
効
果
と
分
配
上
の
目
標
お
よ
ぴ
効
果
は
分
離
可
能
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
1
〕

と
主
張
す
る
が
、
こ
の
点
は
修
正
を
要
す
る
と
す
る
。

　
（
〃
）
　
＝
o
く
呂
岸
顯
冒
ヲ
彗
肩
里
目
o
箒
（
o
o
）
呉
N
0
o
や

　
（
1
8
）
　
谷
原
・
前
掲
四
五
頁
。

　
（
1
9
）
　
雷
o
き
旨
岸
顯
∋
掌
彗
、
冨
冒
訂
（
o
o
）
9
8
α
9
竃
■
谷
原
．

　
　
前
掲
四
六
頁
。

　
（
2
0
）
　
谷
原
・
前
掲
四
五
頁
。

　
（
2
1
）
　
国
o
き
鼻
聖
冒
ヲ
彗
弓
量
冒
冨
（
o
。
）
箒
M
含
。
谷
原
．
前
掲
四
六

　
　
頁
。

　
第
二
に
シ
カ
ゴ
学
派
の
主
張
は
、
米
国
で
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

定
し
た
連
邦
議
会
の
意
図
に
反
す
る
と
さ
れ
る
。
近
時
に
お
い
て

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
学
派
を
擁
護
す
る
論
文
を
発
表
し
た
ハ
リ
ス
お
よ

ぴ
ジ
冒
ー
ド
は
、
独
禁
法
を
制
定
し
た
議
会
の
意
図
は
、
経
済
価

値
の
実
現
の
み
な
ら
ず
政
治
的
価
値
お
よ
び
社
会
的
価
値
の
実
現

を
も
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
公
正
、
平
等
、
経
済
効
率
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

つ
が
独
禁
政
策
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
。

　
（
2
2
）
　
｝
o
く
竃
ぎ
冒
P
蜆
ξ
曇
冒
訂
（
o
。
）
呉
8
N
。
谷
原
．
前
掲
四
五

　
　
頁
以
下
。

　
（
2
3
）
　
雷
暮
ユ
岨
俸
』
o
a
9
昌
勺
量
目
o
“
o
（
o
o
）
算
o
o
。
“
器
o
・

　
第
三
に
シ
カ
ゴ
学
派
主
張
に
よ
る
反
ト
ラ
ス
ト
域
策
が
厳
楮
に

す
ぎ
た
た
め
に
、
米
国
産
業
の
国
際
競
争
カ
が
低
下
し
た
と
の
点

に
つ
い
て
は
、
事
実
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
秩
序
政
策
的
配
慮

が
不
十
分
で
あ
つ
た
た
め
に
、
競
争
秩
序
の
形
成
．
回
復
に
義

し
・
こ
こ
か
ら
国
際
競
争
カ
の
低
下
を
招
い
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
（
2
4
）
　
小
西
・
前
掲
一
八
貢
。

　
以
上
の
よ
う
に
独
禁
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
批
判
さ

れ
て
お
り
、
独
禁
法
の
立
法
お
よ
び
解
釈
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
挙

派
の
全
面
的
勝
利
と
は
認
め
難
い
。
こ
れ
は
、
会
杜
法
に
つ
い
て

の
シ
カ
ゴ
学
派
の
優
位
を
容
認
し
難
い
こ
と
に
も
当
然
影
響
す
る

と
思
わ
れ
る
。
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（15）　会社法についてのシカゴ学派とその批招

第
四

会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
発
生
お
よ
ぴ

発
展

　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
勃
興
に
は
、
そ
の
基
礎
と

な
る
哲
学
お
よ
ぴ
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
著
し
い
変
化
が
伴
っ

た
と
さ
れ
、
そ
こ
に
は
会
社
法
お
よ
び
証
券
法
へ
の
伝
統
的
な
進

歩
的
考
察
方
法
に
つ
い
て
の
利
益
の
衰
退
と
法
お
よ
ぴ
経
済
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
勢
カ
の
勃
興
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
連
邦

法
の
重
要
性
が
衰
退
し
た
こ
と
、
非
規
制
哲
学
の
成
長
、
伝
統
的

な
進
歩
的
恩
想
の
衰
退
等
の
す
ぺ
て
は
、
法
お
よ
び
経
済
の
シ
カ

ゴ
学
派
に
よ
る
会
社
法
一
の
や
り
方
の
違
っ
た
分
析
の
発
展
お
よ
ぴ

普
及
に
よ
り
促
進
さ
れ
た
。
一
九
七
〇
年
代
の
遅
く
ま
で
、
経
済

の
修
業
を
受
け
た
人
々
に
よ
る
文
献
は
、
会
社
法
お
よ
ぴ
証
券
法

に
つ
い
て
は
盛
大
に
は
表
わ
れ
な
か
っ
た
。
最
近
の
数
年
間
に
放

任
主
義
の
基
本
的
主
張
を
伝
え
る
明
白
か
つ
説
得
的
の
文
献
の
多

く
の
発
表
が
あ
っ
た
。
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
規

制
的
努
カ
は
非
生
産
的
で
あ
り
、
ま
た
会
社
成
文
法
は
、
基
本
的

に
は
会
社
書
類
に
お
い
て
く
り
返
す
規
定
の
起
草
を
簡
単
化
す
る

よ
う
な
労
カ
節
約
の
工
夫
で
あ
る
と
論
ず
る
。
そ
し
て
会
杜
法
に

つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
学
者
は
、
そ
の
主
張
は
カ
強
く
、
何
人

に
対
し
て
も
説
得
的
で
あ
り
、
ま
た
終
局
的
に
は
、
い
か
な
る
裁

判
所
、
行
政
機
関
ま
た
は
立
法
機
関
に
よ
っ
て
も
、
会
社
お
よ
ぴ

証
券
の
領
域
に
つ
い
て
の
政
策
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
参
照
さ

　
　
　
　
　
　
　
＾
％
）

れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
（
妬
）
　
｝
彗
口
津
O
P
H
5
望
黒
o
o
｛
ω
冨
訂
O
昌
毛
量
暮
目
■
里
看
一
二

　
∪
o
置
ミ
彗
o
－
昌
∋
邑
o
｛
o
畠
勺
o
量
冨
■
饅
ミ
乞
（
岩
o
o
o
）
．

　
（
2
6
）
　
葭
厘
邑
冒
昌
L
毛
唱
昌
訂
（
畠
）
9
N
0
．

第
五
　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
特
徴

　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
挙
派
の
特
徴
の
第
一
点
は
、
経
済

的
効
率
性
を
追
求
す
る
こ
と
と
経
済
的
分
析
を
重
視
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
上
述
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
学
説
が
示
す
よ
う
に
、
政

府
に
よ
る
自
由
放
任
の
下
に
お
け
る
企
業
の
自
由
競
争
を
最
良
の

方
法
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
会
社
法
の
立
法
お
よ
び
解
釈
に
つ
い

て
は
、
会
社
を
規
制
す
る
法
規
を
で
き
る
だ
け
緩
か
に
し
（
U
o
－

葛
o
司
邑
顯
ま
旨
）
、
当
事
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
処
置
を
尊
重
す
る

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
会
社
に
関
す
る
立
法
と
し
て
は
、
規
制
の
緩

や
か
な
こ
と
で
有
名
な
デ
ラ
ウ
ェ
ア
一
般
会
社
法
を
最
も
適
当
な

立
法
と
す
る
こ
と
と
な
り
（
嫉
淋
洲
搬
鮒
篶
賞
は
）
、
会
社
法
の
解
釈

理
論
と
し
て
は
、
会
社
に
対
す
る
規
制
の
緩
や
か
な
こ
と
を
主
張
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＾
2
6
旺
〕

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
2
6
a
）
　
シ
カ
ゴ
挙
派
の
マ
ニ
ー
（
旨
彗
富
）
が
会
社
経
営
者
に
利
益

－
　
を
与
え
経
済
効
率
を
増
進
す
る
点
か
ら
内
部
者
取
引
規
制
に
反
対
な

　
　
の
も
（
－
目
乱
o
o
『
H
H
p
ρ
－
目
o
筥
凹
目
ρ
け
－
o
ω
片
o
o
岸
］
≦
臼
H
吋
o
戸
H
o
σ
σ
）
ま

　
　
た
同
挙
派
の
フ
ィ
ヅ
シ
ェ
ル
（
冒
閉
o
5
－
）
が
、
内
都
者
取
引
規
制
に

　
　
反
対
な
の
も
〔
曽
望
竃
・
■
．
局
睾
．
o
。
湯
（
岩
o
。
｝
）
〕
、
こ
の
特
徴
の

　
　
表
現
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
対
し
て
は
日
本
で
も
強
い

　
　
反
対
諭
が
多
い
。

　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
特
徴
の
第
二
点
は
、
株
主

が
企
業
の
終
局
的
所
有
者
で
あ
る
よ
り
は
、
資
本
の
醸
出
者
で
あ

る
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
契
約
の
核
（
中
心
体
）
（
罵
曽
ω
）
と
し
て

会
社
関
係
を
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
経
営
者
は
通
常
は
、
普
通

株
の
小
部
分
を
有
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
経
営
者
が
自

分
自
身
の
利
益
を
極
大
化
せ
ん
と
す
る
利
益
は
、
あ
る
程
度
ま
で

資
本
供
給
者
、
特
に
普
通
株
の
株
主
の
利
益
と
衝
突
す
る
。
資
本

の
供
給
者
は
、
経
営
者
の
行
動
を
監
視
し
、
か
つ
資
産
の
流
用
を

小
さ
く
す
る
た
め
の
費
用
を
分
担
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ

ら
の
費
用
は
通
常
「
代
理
費
用
」
（
晶
竃
ξ
8
ω
画
と
い
わ
れ
て

　
茅
〕い

る
。
要
す
る
に
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
会
社
は
株
主
が
資
本
の
醸
出

者
で
あ
る
契
約
の
中
心
体
と
解
す
る
・
か
ら
、
株
主
を
契
約
自
由
の

原
則
に
基
づ
き
取
り
扱
う
の
で
、
経
営
者
が
自
分
に
都
合
の
よ
い

よ
う
に
自
歯
に
株
主
を
取
り
扱
う
に
傾
く
こ
と
を
認
め
る
の
で
、

こ
れ
が
シ
カ
ゴ
学
派
の
特
徴
と
い
え
る
。

　
（
η
）
　
向
葭
昌
鼻
O
P
↓
ぎ
■
葭
幸
o
｛
O
o
『
勺
o
墨
巨
o
畠
ぎ
曽
乞
9
8
冨
冒
・

　
　
N
＆
。
岩
o
0
N
一
〇
■
N
＄
．
（
以
下
雷
雪
∋
葦
o
p
z
o
雰
o
ぼ
自
と
し
て
引

　
　
周
）
。
同
氏
は
別
に
O
豊
＄
竃
O
旨
箒
亀
邑
咀
昌
O
O
｛
o
量
ま
冒
y

　
　
ω
＆
・
・
ε
o
o
α
・
の
犬
著
が
あ
る
が
、
こ
の
方
で
は
、
シ
カ
ゴ
学
派
に

　
　
論
及
す
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
特
徴
の
第
三
点
は
、
規
制

す
る
装
置
と
し
て
証
券
市
場
の
重
要
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
株
式
市
場
の
存
在
は
、
株
主
が
会
社
の
経
営
者
に
不
満
で
あ

れ
ぱ
、
そ
の
株
式
を
売
却
し
、
か
つ
そ
の
売
却
代
金
を
他
の
も
の

に
投
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
が
選
択
す
る
と

い
う
手
続
に
よ
り
経
営
者
に
協
カ
で
き
な
い
株
主
は
消
失
す
る
よ

う
に
な
り
、
そ
し
て
残
っ
た
株
主
は
、
経
営
者
支
持
に
な
る
か
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鯛
〕

は
少
な
く
と
も
経
営
者
反
対
で
は
な
く
な
る
よ
う
に
な
る
。

　
（
2
8
）
　
匡
顯
冒
睾
o
目
一
之
巨
m
o
｝
o
月
勺
・
ミ
ゲ

　
そ
の
株
式
を
売
却
す
る
株
主
に
よ
る
決
定
は
、
あ
る
意
味
に
お

い
て
は
、
一
つ
の
投
票
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
株
価
の

下
落
を
生
じ
、
間
接
的
に
経
営
者
の
退
任
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
、
ユ
。

経
営
者
の
退
任
は
、
委
任
状
闘
争
に
よ
る
強
制
的
奪
取
、
公
開
買
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（17）　会社法についてのシカゴ挙派とその批判

付
又
は
交
換
提
供
に
よ
り
発
生
す
る
。
ま
た
合
併
か
又
は
公
開
買

付
の
蔽
わ
れ
た
脅
威
の
下
で
の
任
意
の
買
収
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
。

全
面
的
追
い
出
し
が
な
い
と
し
て
も
、
他
の
圧
迫
の
源
泉
は
存
在

す
る
の
で
あ
り
、
株
主
の
代
表
訴
訟
の
提
起
又
は
連
邦
法
の
開
示

要
求
も
圧
追
を
生
ず
る
。
悪
い
世
評
が
広
が
れ
ぱ
、
杜
外
取
締
役

に
現
在
の
問
題
を
矯
正
す
る
処
置
を
と
ら
せ
る
よ
う
に
圧
カ
を
か

＾
鴉
〕

け
る
。

　
（
2
9
）
　
籟
曽
昌
薫
昌
一
オ
ま
8
ざ
自
一
勺
．
ミ
ド

　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
特
徴
の
第
四
点
は
、
支
配

株
主
が
支
配
権
の
売
却
に
よ
り
得
た
利
益
（
主
と
し
て
代
金
）
に

つ
き
少
数
株
主
に
対
す
る
分
配
を
必
要
と
し
な
い
と
主
張
す
る
こ

と
で
あ
る
。
支
配
株
主
が
そ
の
支
配
株
式
を
第
三
者
に
売
却
す
る

と
き
は
、
株
式
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
財
産
以
上
の
あ
る
も
の
が
売

却
さ
れ
る
。
支
配
株
主
に
よ
り
所
有
さ
れ
る
株
式
は
、
そ
れ
が
株

式
に
つ
い
て
の
財
産
的
利
益
の
み
を
表
彰
す
る
の
み
な
ら
ず
、
企

業
を
支
配
す
る
カ
、
会
社
の
役
員
を
選
任
す
る
カ
、
そ
の
他
の
カ

を
も
表
彰
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
株
式
以
上
の
プ
レ
ミ

ア
ム
を
有
す
る
。
こ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
は
通
常
支
配
プ
レ
ミ
ア
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

（
8
算
昌
－
勺
冨
目
旨
昌
）
と
い
わ
れ
る
。

　
支
配
株
主
が
支
配
プ
レ
ミ
ア
ム
を
受
取
っ
た
こ
と
に
基
づ
き
、

こ
れ
を
少
数
株
主
に
分
配
す
る
必
要
が
あ
る
か
に
つ
き
判
例
は
未

確
定
で
あ
る
が
、
学
説
は
二
つ
に
分
れ
る
。
第
一
説
は
、
す
ぺ
て

の
支
配
プ
レ
、
ミ
ア
ム
は
、
す
ぺ
て
の
株
主
に
分
配
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
株
式
は
代
替
可
能
で
あ
る
か
ら
、

支
配
プ
レ
、
・
・
ア
ム
は
、
す
ぺ
て
の
株
主
に
利
用
さ
れ
う
る
会
社
資

産
で
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
支
配
す
る
純
粋
の
カ
を
表
軟
す
る
こ
と
を

　
　
＾
3
1
）

主
張
す
る
。
し
か
し
判
例
は
こ
の
説
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
第
二

説
を
主
張
す
る
シ
カ
ゴ
学
派
の
人
々
は
、
支
配
権
売
却
の
取
引
の

犬
都
分
は
、
買
主
、
売
主
、
残
存
す
る
少
数
利
害
関
係
者
お
よ
ぴ

一
般
経
済
の
観
点
か
ら
有
利
で
あ
り
、
ま
た
命
令
的
に
利
益
分
配

を
命
ず
る
こ
と
は
、
多
く
の
望
ま
し
い
支
配
の
譲
渡
を
実
行
不
能

と
す
る
で
あ
ろ
う
と
論
ず
る
。
近
時
の
多
く
の
判
例
は
、
売
却
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
2
）

た
株
主
が
プ
レ
ミ
ア
ム
を
保
有
す
る
こ
と
を
許
し
た
。

　
（
3
0
）
臣
目
享
員
老
募
昌
邑
；
．
曽
、
1

　
（
皿
）
　
宙
寧
昌
篶
o
貝
老
旦
竃
5
貝
ラ
ω
血
o
o
．

　
（
3
2
）
　
雪
顯
昌
葦
昌
一
尾
鼻
8
5
貝
O
．
ω
8
．

　
第
六
　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
と
デ
ラ
ウ
ェ
ア

　
　
　
　
会
社
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
3

デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
の
特
徴
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㈹
取
締
役
の
貴
任
の
軽
減

㈲
取
締
役
の
責
任
制
隈
の
定
款
の
定
め

　
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
の
特
徴
は
、
規
制
の
緩
や
か
な
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
第
一
は
、
取
締
役
の
貴
任
の
軽
減
で
あ
る
。
一
九
八

六
年
七
月
一
日
施
行
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
改
正
法
は
、
一
〇
二

条
ω
項
に
m
号
を
追
加
新
設
し
、
受
任
者
義
務
違
反
に
よ
る
金
銭

損
害
に
つ
い
て
の
会
社
又
は
そ
の
株
主
に
対
す
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会

社
法
の
取
締
役
の
人
的
責
任
を
除
去
し
又
は
制
限
す
る
条
項
を
定

款
に
挿
入
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
と
定
め
た
。
こ
れ
に
は
除
外
例

を
認
め
ω
会
社
又
は
株
主
に
対
す
る
忠
実
義
務
の
違
反
、
㈹
誠
実

で
な
い
作
為
も
し
く
は
不
作
為
又
は
故
意
の
非
行
も
し
く
は
故
意

の
法
令
違
反
を
伴
な
う
作
為
も
し
く
は
不
作
為
、
㈹
一
七
四
条
に

基
づ
く
行
為
（
配
当
を
支
払
う
に
つ
き
又
は
法
的
に
使
用
し
う
る

費
金
以
外
か
ら
の
株
式
買
取
に
つ
い
て
の
故
意
も
し
く
は
過
失
あ

る
行
為
）
、
㈹
取
締
役
が
不
当
な
個
人
的
利
益
を
取
得
し
た
取
引

で
あ
る
（
知
h
○
忙
）
。

　
こ
の
規
定
は
、
取
締
役
の
賠
償
責
任
額
の
巨
額
化
に
伴
い
、
そ

の
責
任
保
険
の
保
険
料
は
著
し
く
高
額
と
な
り
、
責
任
保
険
を
つ

け
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
社
外
取
締
役
は
、
報
酬
が
少
な
く
て

責
任
が
重
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
保
険
な
し
に
は
、
就
任
を
承
諾

し
な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
二
の
よ
う
な
取
締
役
の
責

任
制
限
を
定
款
で
定
め
う
る
こ
と
と
し
、
就
任
承
諾
を
容
易
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
〕

る
こ
と
が
、
こ
の
規
定
の
立
法
理
由
で
あ
る
。
こ
の
改
正
法
施
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

後
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
登
記
数
は
著
し
く
増
加
し
た
。

　
（
3
2
a
）
　
詳
細
は
拙
稿
「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
と
そ
の
批
判
お
よ
ぴ
日

　
　
本
へ
の
問
題
」
商
事
法
務
一
一
四
五
号
四
八
頁
以
下
。

　
（
3
3
）
　
同
説
、
長
浜
・
「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
一
般
会
社
法
の
改
正
」
商
事
法

　
　
務
一
〇
九
八
号
一
四
頁
。

　
（
3
4
）
　
金
光
・
「
取
締
役
・
役
員
賠
償
責
佳
を
制
隈
す
る
米
国
の
州
法

　
　
お
よ
ぴ
定
款
変
更
」
商
事
法
務
一
二
二
一
号
ニ
ハ
頁
。

　
取
締
役
の
責
任
の
減
免
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
は
、
現
在
の
圓

本
で
は
有
効
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
が
国
で
は
、

取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
は
、
商
法
二
六
四
条
の
取
引
の
場

合
を
除
き
、
総
株
主
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
免
除
で
き
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
（
距
－
鍛
五
）
、
定
款
で
取
締
役
の
責
任
の
減

免
を
定
め
る
の
は
、
定
款
は
総
株
主
の
同
意
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
規
定
に
反
し
、
そ
の
有
効
性
を
認

め
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
六
一
年
改
正
試
案
で
も
こ
の
規

定
は
存
続
し
、
そ
の
上
こ
の
責
任
免
除
は
、
会
社
債
権
者
（
第
三

者
）
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
て
（
二
、
1
1
）
、
さ

ら
に
厳
重
。
と
な
る
見
込
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
で
は
、
米
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■

（19）会社法についてのシカゴ学派とその批判

国
に
お
け
る
よ
う
に
、
取
締
役
の
賠
償
責
任
が
巨
額
と
な
り
、
取

締
役
に
就
任
す
る
者
が
承
諾
を
ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
と
い
う
よ
う
な

状
況
に
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
か
ら
も
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
の
如
き

規
定
を
設
け
る
必
要
は
全
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
見
て
、

日
本
の
現
状
と
比
較
し
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
は
、
著
し
く
取
締
役

に
寛
大
な
規
定
と
い
え
る
。

ω
取
締
役
、
役
員
、
従
業
貝
お
よ
ぴ
代
理
人
に
対
す
る
補
償

　
一
四
五
条
㈲
は
、
役
貝
、
取
締
役
、
従
業
員
お
よ
び
代
理
人
に

対
し
、
そ
の
弁
謹
士
費
用
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
費
用
並
ぴ
に
民
事
事

件
の
判
決
又
は
和
解
の
全
額
に
つ
き
会
社
に
補
償
を
求
め
る
こ
と

を
許
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
当
該
会
社
以
外
の
第
三
者
の
訴

訟
の
み
に
適
用
が
あ
り
、
会
社
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
訴
訟
に
は
適

用
な
く
、
こ
の
場
合
に
は
一
四
五
条
ω
に
よ
り
弁
護
士
費
用
お
よ

ぴ
そ
の
他
の
費
用
の
み
の
補
償
を
許
し
、
判
決
又
は
和
解
に
よ
る

支
払
額
の
補
償
は
許
さ
な
い
。
こ
れ
は
代
表
訴
訟
に
お
け
る
判
決

又
は
和
解
の
支
払
額
の
補
償
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
が
、
代
表

訴
訟
に
お
い
て
は
、
終
局
の
原
告
は
、
会
社
で
あ
り
、
そ
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蛎
）

に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
基
づ
く
。

　
デ
ラ
ウ
ェ
ァ
法
の
補
償
を
認
め
る
規
定
は
、
広
き
に
失
す
る
と

　
　
　
　
　
＾
茄
）

の
批
判
が
あ
り
、
私
も
同
見
で
あ
る
。
模
範
事
業
会
社
法
も
会
社

に
対
し
取
締
役
が
一
般
的
補
償
を
求
め
う
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
、

デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
と
同
様
で
あ
る
が
、
し
か
し
会
社
よ
り
の
訴
訟
で

取
締
役
が
会
社
に
対
し
責
任
あ
り
と
決
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
補
償

は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
（
吻
o
。
・
呂
（
o
）
）
。
こ
の
比
較
か
ら
し
て
も
、

デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
が
緩
や
か
に
す
ぎ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
恩
う
。

　
（
“
）
　
＜
轟
豊
さ
嘗
目
ぎ
－
黒
o
旨
胃
自
o
雲
o
o
－
亀
一
U
o
－
嘗
峯
弩
Φ
ω
■
勺
勺
o
『
雰

　
　
U
庁
8
a
鶉
幸
－
艘
閏
H
～
＄
－
■
晶
瑠
o
ω
ざ
o
－
艮
■
－
目
津
o
ρ
ご
顯
巨
－

　
　
＝
ξ
巨
宗
冒
豪
註
昌
昌
O
冒
彗
彗
員
志
雲
蜆
1
■
1
［
嚢
N
］

　
　
｛
o
9

　
（
3
6
）
　
O
彗
き
句
＆
o
墨
冒
ヨ
芭
目
o
O
o
｛
o
墨
訂
■
胆
ミ
一
射
o
自
8
9
o
目

　
　
毛
昌
∪
O
旨
峯
彗
9
0
0
ω
く
巴
O
■
一
－
3
0
（
6
ミ
）
1

ω
取
締
役
お
よ
ぴ
役
員
の
保
険

　
一
四
五
条
㈲
は
、
会
社
が
そ
の
敢
締
役
、
役
員
、
従
業
員
も
し

く
は
代
理
人
の
責
任
に
つ
き
、
会
社
が
そ
の
者
に
補
償
す
る
権
能

を
有
す
る
と
否
と
を
間
わ
ず
、
保
険
を
つ
け
、
か
つ
そ
れ
を
維
持

す
る
権
能
を
有
す
る
こ
と
を
定
め
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
例
え
ぱ

代
表
訴
訟
に
お
け
る
判
決
又
は
和
解
に
お
い
て
支
払
わ
れ
た
金
額

の
よ
う
に
補
償
が
法
的
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
額
を

保
険
に
付
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な

場
合
に
も
保
険
を
つ
け
る
こ
と
が
本
条
が
設
け
ら
れ
た
目
的
で
あ

　
　
　
＾
η
〕

る
と
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
デ
ラ
ウ
呈
ア
会
杜
法
の
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
会

社
か
ら
の
直
接
の
補
償
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
場
合
、
例
え
ぱ
代

表
訴
訟
の
判
決
に
よ
る
支
払
額
に
対
し
会
社
の
費
用
で
責
任
保
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
醜
〕

を
付
し
う
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
と
の
強
い
批
判
が
あ
る
。

　
（
η
）
　
く
耐
豊
o
｝
g
o
’
豊
、
量
自
o
8
（
ω
舳
）
算
舎
N
－

　
（
3
8
）
　
o
胃
き
竃
勺
墨
；
訂
（
ま
）
黒
－
亀
9

㈲
総
会
に
代
わ
る
株
主
の
同
意

　
一
九
七
一
年
改
正
の
二
二
八
条
㈲
に
よ
る
と
、
株
主
総
会
の
決

議
は
、
議
決
権
あ
る
社
外
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数
の
書
面
に
よ

る
同
意
が
あ
れ
ぱ
、
集
会
を
開
か
ず
に
、
こ
れ
を
以
て
決
議
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
規
定
は
、
最
も
人
気
の
あ
る
規
定
で

あ
っ
て
、
そ
の
弾
カ
的
な
か
つ
迅
遠
な
手
統
は
、
秘
密
性
を
伴
っ

て
い
て
、
米
国
の
会
社
が
そ
の
発
生
の
州
を
去
っ
て
デ
ラ
ウ
ェ
ア

州
で
再
設
立
す
る
主
要
な
魅
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
便
宜
は
、

実
際
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
す
ぎ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
て
、
例
え
ば
、
取
締
役
の
選
任
、
解
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
靱
〕

お
よ
び
会
社
の
買
収
に
用
い
ら
れ
た
。

　
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
達
邦
法
で
あ
る
証
券
取
引
法
の
下
の

委
任
状
規
則
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
は
除
外
さ
れ
、
そ
の
濫
用
に
対

す
る
保
護
が
企
図
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
委
任
状
規
測
は
、
・
⊥
場

さ
れ
て
い
な
い
会
社
又
は
五
〇
〇
人
未
満
の
株
主
で
小
資
産
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
〕

す
る
会
社
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
総
会
決
議
は
不
要
で
も
、
と
に
か
く
議
決
権
あ
る
社
外
株
式
の

議
決
権
の
過
半
数
の
同
意
を
要
す
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
緩
や
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
1
〕

規
定
で
は
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
総
会
に
お
け
る

質
疑
応
答
を
全
く
除
外
し
、
会
社
の
諸
事
情
の
開
示
を
全
く
や
め

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
敢
締
役
の
業
務
執
行
を
容
易
な
ら
し

め
、
開
示
を
さ
け
る
テ
ク
ニ
ヅ
ク
を
提
供
す
る
と
し
て
、
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
棚
）

批
判
が
集
中
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
（
3
9
）
　
句
o
寿
（
向
’
－
）
一
H
ぎ
U
o
5
幸
彗
o
Ω
竃
o
量
－
O
冒
眉
S
匡
旨

　
　
■
串
き
旨
S
一
勺
。
ミ
N
・
冑
O
寿
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
一
般
会
社
法
の
立

　
　
案
者
の
一
人
で
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
教
授
で
あ
る
。
　
　
　
、
－

　
（
4
0
）
　
O
胃
き
彗
勺
量
目
o
a
（
ま
）
呉
α
＄
．

　
（
4
1
）
　
目
o
昌
’
彗
勺
量
自
o
訂
（
S
）
算
N
N
o
〇
一
ミ
o
．
拙
稿
・
前
掲
商
事

　
　
法
務
一
一
四
五
号
五
二
頁
。

　
（
物
）
　
O
凹
『
｝
－
餉
自
O
H
葭
目
O
“
O
　
（
い
ひ
）
　
簑
“
α
団
〇
一

㈹
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
好
都
合
の
諸
規
定
・
・

㈲
取
締
役
会
は
、
一
人
の
構
成
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
う
る
こ
と

（
一
四
一
条
ω
）
、
ω
敢
締
役
会
決
議
は
、
会
議
を
開
か
ず
に
構
成

員
の
同
意
書
に
よ
り
代
え
ら
れ
う
る
こ
と
（
一
四
一
条
㈹
）
、
ω
取

締
役
の
報
酬
は
取
締
彼
会
で
倣
定
し
、
つ
る
こ
と
（
一
四
一
一
条
刈
）
、
．
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（21）　会社法についてのシカゴ学派とその批判

㈹
現
物
出
費
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
詐
歎
が
な
い
と
き
は
、
そ
の

評
価
に
つ
い
て
の
取
締
役
会
の
判
断
に
つ
い
て
は
反
証
を
許
さ
な

い
こ
と
（
一
五
二
条
）
、
㈲
累
穣
投
票
は
、
定
款
に
よ
り
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
日
本
の
よ
う
に
定
款
で
別
段
の
定
め
あ
る

場
合
を
除
き
累
積
投
票
を
認
め
る
（
納
隻
六
）
の
と
は
異
な
る
こ
と

（
二
一
四
条
）
、
㈹
会
社
は
定
款
を
以
て
附
属
定
款
を
制
定
し
、
変

更
し
又
は
廃
止
す
る
権
能
を
取
締
役
会
に
与
え
る
こ
と
が
で
き

（
一
〇
九
条
㈲
）
、
こ
れ
に
よ
り
経
営
者
以
外
の
発
言
を
閉
ざ
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
讐

と
が
お
そ
ら
く
で
き
る
こ
と
、
㈲
合
併
に
は
各
当
事
会
社
の
株
主

総
会
の
決
議
を
要
す
る
が
（
二
五
一
条
ω
）
、
そ
れ
は
前
述
し
た
二

二
八
条
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
杜
外
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数

に
よ
る
同
意
の
書
面
を
以
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
り
、
ま
た
吸
収
合
併
の
場
合
に
は
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
、

か
つ
合
併
に
よ
り
増
加
す
る
株
式
数
が
存
続
会
社
の
社
外
普
通
株

式
数
の
2
0
％
を
こ
え
な
い
場
合
に
は
、
定
款
に
よ
り
要
求
さ
れ
な

い
か
ぎ
り
、
存
続
会
社
の
総
会
決
議
は
不
要
な
こ
と
（
二
五
一
条

㈹
）
、
㈹
賞
産
全
部
の
売
却
、
解
散
お
よ
ぴ
清
算
に
は
株
主
総
会

の
決
議
を
要
す
る
が
（
二
七
一
条
㈲
）
、
こ
の
決
議
は
、
前
述
の
二

二
八
条
に
よ
り
社
外
株
式
の
過
半
数
の
同
意
書
に
よ
り
代
え
ら
れ

る
か
ら
、
執
行
機
関
は
開
示
を
免
が
れ
、
緩
や
か
な
制
限
に
服
す

る
だ
け
で
す
む
こ
と
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
．
．

　
（
4
3
）
　
O
胃
き
豊
O
量
昌
8
（
さ
）
9
α
S
．

三
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
と
シ
カ
ゴ
学
派
の
理
論

　
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
に
対
し
て
は
、
相
当
は
げ
し
い
非
難
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
シ
カ
ゴ
学
派
の
学
者
は
、
デ
ラ

ウ
ェ
ア
会
社
法
を
弁
護
し
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
シ
カ
ゴ
学

派
の
学
説
を
用
い
て
い
る
点
が
あ
る
の
で
、
会
社
法
に
つ
い
て
の

シ
カ
ゴ
学
派
の
単
説
を
解
明
す
る
た
め
に
こ
れ
を
左
に
説
く
こ
と

と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
学
者

中
で
、
現
在
で
は
、
そ
の
代
表
者
の
一
人
と
み
ら
れ
る
フ
ィ
ッ
シ

ェ
ル
（
ヨ
8
ま
一
）
が
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
を
弁
謹
し
て
い
る
見
解
を

主
と
し
て
説
く
こ
と
と
す
る
。

　
フ
ィ
ヅ
シ
ェ
ル
の
理
由
の
第
一
は
、
理
論
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、

株
主
を
会
社
の
所
有
者
と
み
る
伝
統
的
な
考
え
方
と
は
対
照
的
に
、

シ
カ
ゴ
学
派
の
理
論
は
、
会
社
は
他
の
組
織
の
形
式
と
同
様
に
、

単
に
個
人
の
間
の
契
約
関
係
の
一
組
み
の
た
め
の
核
と
し
て
役
立

つ
法
的
擬
制
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
れ
ら
の
個
人
は
労
カ
、

資
材
、
資
本
投
入
、
会
社
の
生
産
品
の
消
費
者
を
含
む
。
こ
の
よ

う
に
し
て
株
圭
を
会
社
の
所
有
者
と
考
え
る
こ
と
は
意
味
が
な
く
、

む
し
ろ
株
主
と
社
債
権
者
は
、
会
社
の
活
動
か
ら
収
益
の
一
定
割
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含
を
受
取
る
こ
と
ポ
予
期
し
で
、
そ
の
資
本
を
会
社
に
供
給
す
る

　
　
　
＾
仏
）

も
の
で
あ
る
。
会
社
を
こ
の
契
約
の
核
と
見
た
と
き
に
、
資
本
の

所
有
が
経
営
決
定
の
支
配
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
、
経
済
組
織
の

能
率
的
形
式
と
し
て
現
実
に
賞
讃
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
会
社
に

対
し
そ
の
資
本
の
若
干
又
は
全
部
を
供
給
す
る
危
険
負
担
者
が
会

杜
の
決
定
形
成
に
対
し
、
な
ん
ら
か
の
支
配
を
有
す
べ
き
理
由
は

な
い
。
投
資
家
は
、
一
般
的
に
危
険
を
嫌
う
か
ら
、
合
理
的
投
賀

家
は
、
多
様
の
投
資
を
選
ぷ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て

必
然
的
に
個
々
の
投
費
家
は
、
会
社
の
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す

る
利
益
又
は
熟
練
を
有
し
な
い
の
で
、
多
く
は
受
動
的
に
止
ま
り

決
定
の
責
任
を
職
業
的
経
営
者
に
任
せ
る
こ
と
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う

こ
の
ム
う
に
し
て
危
険
負
担
を
能
率
的
に
位
置
づ
け
る
と
、
投
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
価
〕

家
の
会
社
支
配
か
ら
の
分
離
の
高
い
程
度
を
示
す
と
さ
れ
る
。

　
フ
ィ
ソ
シ
ェ
ル
の
理
由
の
第
二
は
、
実
際
上
経
験
上
の
も
の
で

あ
っ
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
に
よ
り
設
立
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
準
拠

し
て
い
る
会
杜
が
米
国
会
社
の
過
半
数
に
達
す
る
こ
と
は
、
同
州

法
が
い
か
に
適
当
で
あ
る
か
を
示
す
と
す
る
。
も
し
他
州
の
会
社

法
が
デ
ラ
ウ
呈
ア
法
よ
り
も
株
主
の
福
祉
を
最
大
化
す
る
の
に
一

層
役
立
つ
の
で
あ
れ
ぱ
、
会
社
の
設
立
者
ば
、
会
社
の
準
拠
す
る

州
を
自
発
的
に
動
か
す
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
自
発
的
に
な
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
、
デ
ラ
ウ
呈
ア
法
の
優
秀
性
を
示
す
も
の
で
あ

＾
蝸
）る

。
ま
た
二
人
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
測
定
に
よ
る
と
、
デ
ラ
ウ
ェ

ア
州
で
再
設
立
し
た
会
社
の
株
主
は
、
そ
れ
よ
り
二
五
個
月
前
の

利
益
を
こ
え
た
三
〇
・
二
五
％
の
積
極
的
利
益
を
得
る
こ
と
を
発

　
　
　
　
　
（
包

見
し
た
と
さ
れ
る
。

　
（
4
4
）
　
虫
餉
o
ま
一
H
5
、
射
き
o
ε
艘
o
｝
9
ぎ
冒
、
．
向
望
邑
訂
♀
2
o
．

　
　
『
叶
－
老
　
C
1
－
宛
O
く
．
一
く
〇
一
．
N
ひ
Z
9
軌
（
－
O
O
O
N
）
一
、
l
O
｛
｝
．

　
（
姑
）
　
ヨ
8
－
旨
ポ
m
毛
轟
冒
註
（
卓
卓
）
黒
旨
O
0
1

　
（
4
6
）
　
曽
肋
9
具
豊
勺
冨
8
箒
（
宝
）
黒
o
8
一

　
（
〃
）
　
ヨ
蜆
o
ぎ
一
蜆
ξ
轟
冒
冨
（
宝
）
誉
8
o
．

四
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
の
批
判

　
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
に
対
す
る
批
判
は
、
多
く
の
方
面
か
ら
強

く
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
述
の
フ
ィ
ッ
シ
ェ
ル
の
同
会
社

法
弁
護
の
理
論
的
理
由
に
反
対
す
る
主
張
に
つ
い
て
は
、
重
複
を

さ
け
る
た
め
本
稿
の
次
段
第
七
に
お
い
て
シ
カ
ゴ
学
派
の
学
説
全

休
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
る
と
き
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
フ
ィ

ヅ
シ
ェ
ル
の
デ
ラ
ウ
土
ア
会
社
法
弁
護
の
経
験
上
の
理
由
お
よ
ぴ

同
会
社
法
準
拠
の
会
社
数
の
著
し
い
増
加
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
、

デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
は
経
営
者
の
便
宜
を
第
一
と
し
、
会
社
の
準

拠
法
を
決
定
す
る
の
は
、
経
営
者
で
あ
る
か
ら
、
経
営
者
は
、
自
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已
に
最
も
好
都
合
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
を
選
ぷ
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、

ご
れ
に
よ
り
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
に
よ
る
会
社
が
こ
の
よ
う
に
多
数
に

な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
デ
ラ
ウ
ェ
ァ
州
で
再
設
立
し
て
か
ら
収

益
が
3
0
％
以
上
も
増
加
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
会
社
収
益

増
加
の
原
因
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
て
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
設
立
し
た

こ
と
が
、
そ
の
直
接
の
原
因
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
明
白
で
は

な
い
の
で
は
な
い
・
か
と
思
わ
れ
る
。

　
デ
ラ
ウ
ヱ
ア
会
社
法
に
対
す
る
積
極
的
批
判
の
中
心
は
、
そ
の

会
社
法
制
定
の
最
大
の
目
標
が
デ
ラ
ウ
ェ
ァ
州
の
税
収
入
を
あ
げ

る
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
経
営
者
に
有
利
な
取
り
扱
い
を

な
す
規
定
を
設
け
、
経
営
者
が
会
杜
を
設
立
し
又
は
運
営
す
る
に

当
た
り
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
を
選
択
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
同
州
が
設

立
手
数
料
、
設
立
税
、
ー
お
よ
ぴ
営
業
税
を
収
納
し
、
州
の
財
政
を

豊
か
に
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
ア
リ
ー
は

「
お
そ
ら
く
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
に
は
税
収
入
を
あ
げ
る
と
い
う

目
的
以
外
に
は
宅
一
竺
O
電
－
一
ξ
は
残
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
っ

　
＾
梱
）

て
い
る
。
他
の
州
で
も
こ
の
よ
う
な
税
収
入
の
拡
大
の
目
標
を
以

て
会
社
法
を
制
定
又
は
改
正
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す

る
の
で
、
ケ
ア
リ
ー
は
、
こ
の
傾
向
を
「
ど
ん
底
へ
の
競
争
」

（
已
オ
勾
8
⑭
ざ
ま
Φ
田
g
什
o
ヨ
）
と
称
し
、
会
社
法
中
の
株
主
の

権
利
を
保
護
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
連
邦
法
と
し
て
統
一
的
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
竺

定
を
設
け
る
必
要
を
カ
説
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
法
律
雑

誌
の
コ
メ
ン
ト
で
は
、
一
九
六
七
年
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
を
「
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
0
）

る
た
め
の
法
」
（
■
閏
妻
｛
O
『
蟹
一
〇
）
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、

連
邦
統
一
会
社
法
制
定
に
は
、
米
国
の
事
情
と
し
て
困
難
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
g

ま
た
裁
判
所
の
判
決
の
傾
向
と
し
て
も
困
難
が
あ
る
。

　
（
4
8
）
　
o
胃
さ
彗
旧
曇
；
箒
（
寄
）
箒
α
o
o
中

　
（
4
9
）
　
o
胃
さ
聖
も
畠
自
o
8
（
ま
）
9
α
象
．

　
（
5
0
）
　
■
串
≦
h
昌
ω
当
〇
一
＞
ω
巨
身
艮
“
げ
o
U
o
5
奉
彗
o
O
睾
毛
量
－

　
　
ご
昌
■
彗
O
｛
ε
負
二
N
C
l
O
巾
雰
…
呈
く
彗
厨
■
彗
雰
く
ー

　
　
（
5
ひ
o
）
o
o
2
1

　
（
肌
）
　
望
＝
旨
彗
ヨ
≦
岩
o
ミ
君
ユ
ω
訂
o
－
O
害
喀
屋
9
昌
（
一
8
司
．
墨

　
　
阜
2
［
N
O
Ω
コ
5
S
］
）
1

第
七
　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
挙
派
の
批
判

一
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
学
説
内
容
の
批
判

ω
自
由
放
任
の
批
判

　
シ
カ
ゴ
学
派
は
政
府
に
よ
る
自
由
放
任
の
下
に
お
け
る
企
業
の

自
由
競
争
を
最
良
の
方
法
と
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
会
社
法
の
立

法
お
よ
ぴ
解
釈
に
つ
い
て
も
会
社
を
規
制
す
る
法
規
を
で
き
る
だ

け
緩
や
か
に
し
、
当
事
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
解
決
を
尊
重
す
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る
の
を
遼
当
と
す
る
。
こ
れ
は
関
係
者
の
経
済
的
な
力
者
よ
び
槍

報
収
築
能
カ
が
犬
体
同
一
な
ら
ぱ
適
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

事
実
は
、
こ
の
二
事
項
に
つ
い
て
そ
の
間
に
著
し
い
差
異
が
あ
る

こ
と
が
通
常
で
あ
っ
て
、
解
決
が
情
報
に
通
じ
て
い
る
者
に
不
当

に
有
利
と
な
っ
た
り
又
は
経
済
的
強
者
の
カ
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
の
で
、
会
社
を
規
制
す
る
法
規
を
で
き
る
だ
け
緩

和
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
認
し
難
い
。

　
シ
カ
ゴ
挙
派
は
、
上
述
の
よ
う
な
見
解
を
有
す
る
か
ら
、
こ
の

学
派
を
基
礎
と
す
る
会
社
法
挙
者
は
、
規
制
の
緩
や
か
な
こ
と
で

有
名
な
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
を
最
も
適
当
な
立
法
と
し
て
推
奨
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
承
認
し
難
い
。

　
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
挙
説
が
大
い
に
分

れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
お
よ
ぴ
別
稿
（
維
馳
里
）
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
シ
カ
ゴ
学
派
の
学
説
に
反
対
し
、

ド
ヅ
ド
、
ケ
ア
リ
ー
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
ン
（
老
≡
討
冒
ω
o
目
）
、
ア

イ
ぜ
ン
バ
ー
グ
（
因
－
器
目
σ
曾
o
目
）
、
コ
ナ
ー
ド
（
O
o
目
彗
O
）
等
の
ハ

ー
ヴ
ァ
ー
ド
を
中
心
と
す
る
学
派
の
学
説
に
傾
く
も
の
で
あ
る
。

デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
が
規
制
の
緩
や
か
な
の
を
特
徴
と
し
て
い
る

原
因
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
に
準
拠
す
る
会
社
数
を
多
く
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
収
入
を
最
大
化
す
る
た
め
で
あ
る
こ

と
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
会
杜
法
制
定
の
目

標
を
誤
ま
っ
た
も
の
で
、
邪
道
に
陥
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
根
本
的
に
は
、
米
国
の
会
社
法
の
立
法
権
が
そ
の
各
州
に

与
え
ら
れ
、
各
州
は
独
自
な
会
社
法
を
制
定
す
る
権
眼
を
有
し
て

い
る
た
め
に
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
会
社
法
を
作
り
、
各
州

が
で
き
る
だ
け
多
数
の
会
社
を
自
州
会
社
法
に
準
拠
さ
せ
て
設
立

さ
せ
よ
う
と
欲
し
、
そ
の
た
め
に
は
経
営
者
に
最
も
都
合
よ
く
そ

の
責
任
が
軽
く
、
自
由
に
経
営
を
な
し
う
る
よ
う
な
緩
や
か
な
会

社
法
を
制
定
し
よ
う
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
各
州
の
税
収
入
を
増
加

さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
グ
レ
ン
ア

ム
の
法
則
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
、
会
杜
法
制
定
の
目
的
に
反

し
、
企
業
の
社
会
的
役
割
を
達
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、

極
め
て
不
都
合
な
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
特
に
一
九

八
六
年
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
改
正
法
は
、
定
款
に
取
締
役
の
責
任

制
限
を
規
定
し
う
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
は
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て

い
た
会
社
よ
り
取
締
役
へ
の
広
範
な
補
償
お
よ
び
取
締
役
の
責
任

保
険
を
会
社
の
負
担
で
つ
け
う
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
適
用

さ
れ
る
限
界
に
つ
い
て
疑
問
多
く
、
公
序
に
反
す
る
問
魑
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
大
い
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点

を
考
え
る
と
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
が
自
由
放
任
の
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主
張
に
基
づ
き
会
社
規
制
の
緩
や
か
な
こ
と
を
極
カ
主
張
す
る
こ

と
に
は
、
到
底
賛
成
で
き
な
い
と
思
う
。

㈲
経
済
的
効
率
牲
の
偏
重
の
批
判

　
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
経
済
的
効
率
性
を
重
視
す
る
点
を
特
徴
と
す

る
が
、
前
述
の
よ
う
に
関
係
者
の
情
報
収
集
力
お
よ
ぴ
経
済
的
カ

に
は
著
し
い
差
が
あ
る
の
が
む
し
ろ
通
常
で
あ
る
か
ら
、
経
済
的

効
率
性
は
、
こ
れ
ら
の
カ
の
弱
者
の
犠
牲
と
損
害
に
お
い
て
追
求

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
結
局
、
小
企
業
お
よ
ぴ
消
費
者

を
見
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
経
済
的
効
率
性
の
偏
重
は
、
そ
れ
以

外
の
価
値
、
即
ち
法
の
理
念
で
あ
る
正
義
、
衡
平
も
し
く
は
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
“
5

的
要
求
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
容
認
で
き
な
い
。

　
（
“
a
）
　
現
在
米
国
で
研
究
盛
ん
な
「
法
と
経
済
学
」
に
は
四
派
あ
る

　
　
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
規
範
的
な
一
派
は
、
効
率
性
の
み
を

　
　
偏
重
す
る
も
の
で
（
内
田
発
言
「
法
と
経
済
学
で
考
え
る
」
法
セ
ミ

　
　
一
九
八
七
年
二
一
月
号
二
六
頁
）
シ
カ
ゴ
学
派
は
こ
れ
に
当
た
り
、

　
　
本
文
の
如
き
欠
点
を
有
す
る
。

㈹
株
主
の
本
質
に
つ
い
て
の
考
察
の
批
判

　
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
株
主
が
企
業
の
終
局
的
所
有
者
で
あ
る
と
み

る
よ
り
も
資
本
の
醸
出
者
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
契
約
の
核

と
し
て
会
社
を
取
り
扱
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
現
行
法
の
解

釈
と
し
て
は
理
論
上
正
当
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
実
際
上
の
結
果

と
し
て
こ
の
点
は
、
会
社
と
株
主
と
の
関
係
を
純
契
約
的
に
考
え
、

契
約
自
由
の
原
則
の
全
面
的
適
用
を
正
当
化
す
る
こ
と
と
な
り
、

株
主
特
に
小
株
主
の
保
護
に
つ
い
て
不
十
分
な
こ
と
を
容
認
す
る

こ
と
に
な
り
、
不
都
合
を
生
ず
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ヅ
シ
邑
ル
は
、

資
本
の
若
干
又
は
全
部
を
供
給
す
る
危
険
負
担
者
が
会
社
の
決
定

に
対
し
な
ん
ら
か
の
支
配
を
有
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
す
る
が

（
前
述
）
、
醸
出
者
は
自
分
に
と
っ
て
は
大
切
な
資
産
を
醸
出
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
醸
出
資
本
の
安
全
お
よ
ぴ
そ
れ
に
対
す
る
利
益

配
当
に
つ
き
関
心
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
れ
は
お
の

ず
か
ら
会
社
の
方
針
決
定
に
対
し
応
分
の
発
言
権
を
有
す
る
こ
と

を
正
当
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
恩
う
。
ま
た
フ
ィ
ッ
シ
ェ
ル
は
、

投
資
家
は
一
般
的
に
危
険
を
嫌
う
か
ら
多
様
の
投
資
を
選
ぷ
こ
と

に
な
り
、
投
資
家
の
会
社
支
配
か
ら
の
分
離
の
高
度
化
を
生
ず
る

と
す
る
が
（
前
述
）
、
こ
れ
は
程
度
の
問
題
で
あ
っ
て
一
律
に
そ
う

な
る
と
は
隈
ら
な
い
と
と
も
に
、
か
り
に
多
様
投
資
の
結
果
一
会

社
に
対
す
る
投
資
は
少
額
と
な
っ
て
も
、
そ
の
少
額
の
保
全
お
よ

ぴ
利
殖
に
は
や
は
り
強
い
関
心
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
の
出
資
の
割
合
に
応
じ
て
菱
言
権
を
会
社
運
営
に
対
し
保
持
し

経
営
者
の
専
断
を
防
止
し
た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
り
、
理
由
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の
あ
る
二
と
で
あ
り
、
フ
ィ
ソ
シ
ェ
・
レ
の
説
を
そ
の
ま
ま
容
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⇔
市
場
偏
重
の
批
判

　
シ
カ
ゴ
学
派
は
、
証
券
市
場
に
重
き
を
お
き
、
市
場
は
完
金
と

考
え
、
市
場
に
よ
り
株
主
の
利
益
が
保
持
さ
れ
る
と
す
る
。
即
ち

株
主
が
会
社
の
経
常
者
に
不
満
が
あ
れ
ぱ
一
そ
o
喉
式
を
売
却
し
、

そ
の
代
金
を
他
の
も
の
に
投
資
す
れ
ぱ
よ
い
と
す
る
。
こ
の
株
式

売
却
の
行
為
は
、
結
果
。
と
し
て
株
価
を
下
落
さ
せ
、
そ
の
著
し
い

場
合
に
は
経
営
者
を
交
迭
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
委
任
状
闘

争
に
よ
る
経
営
権
の
奪
取
、
公
開
買
付
等
を
生
じ
経
営
者
を
や
め

さ
せ
得
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

　
し
か
し
、
証
券
市
場
は
必
ず
し
も
常
に
完
全
で
は
な
い
の
で
、

ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
は
こ
れ
を
カ
説
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

を
に
か
く
（
シ
カ
ゴ
挙
派
の
新
古
典
的
価
格
理
論
は
、
あ
ま
り
に

静
態
的
市
場
概
念
に
依
頼
し
す
ぎ
る
こ
と
お
よ
び
企
業
の
戦
賂
的

行
動
を
十
分
に
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前

述
）
。
私
も
市
場
を
完
全
と
考
え
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
偏
重
す

る
こ
と
に
は
、
同
意
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
挙
説
の
理
由
の
批
判

　
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
隼
派
は
、
・
経
済
学
に
つ
い
て
の
シ

カ
ゴ
学
派
を
そ
の
理
由
と
す
る
。
し
か
し
シ
カ
ゴ
学
派
の
経
済
学

説
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
大
い
に
凝
問
が
あ
る
。
シ
カ
ゴ
学
派
は
、

ケ
イ
ン
ズ
学
説
に
対
し
反
対
の
立
場
を
と
り
、
あ
る
時
期
に
は
ほ

と
ん
ど
敗
北
の
状
態
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
や
や
回
復
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
シ
カ
ゴ
学
派
経
済
学
説
は
、
現
在
の
主
流
派

挙
説
の
と
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
現
在
の
マ
ク
ロ
経
済
学
に
つ
い

て
は
、
三
つ
の
学
派
に
犬
別
で
き
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
、
折
衷
的

ケ
イ
ン
ズ
後
学
派
、
貨
幣
主
義
派
（
フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
そ
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馳
）

表
）
お
よ
ぴ
「
合
理
的
期
待
論
」
学
派
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
八

○
年
代
の
経
済
学
者
の
大
部
分
は
、
折
衷
的
ケ
イ
ン
ズ
後
学
派
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蘭
〕

属
す
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
主
流
派
経
済
学
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
財
政
政
策
も
重
要
で
あ
る
と
し
、
税
率
は
経
済
が

沈
滞
し
て
い
て
刺
激
を
要
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
引
き
下
げ
ら
れ

る
ぺ
き
で
あ
り
、
ま
た
予
算
の
赤
字
や
黒
字
は
、
景
気
循
環
を
中

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
則
）

和
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
貨
幣
主
義
派
は
、
財
政
政

策
は
弱
い
効
果
し
か
有
し
え
な
い
の
で
、
政
策
立
案
に
当
た
っ
て

無
視
し
て
差
し
支
え
な
い
と
し
、
予
算
は
低
い
水
準
で
均
衡
化
さ

せ
、
か
く
し
て
公
共
都
門
を
抑
え
て
自
由
の
極
大
化
を
は
か
る
べ

　
　
　
　
　
　
＾
朋
）

き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
財
政
政
策
に
つ
い
て
の
考
え
方

に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
私
は
経
済
学
専
攻
者
で
は
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な
い
が
、
広
い
社
会
科
学
の
研
究
者
と
し
て
、
財
政
政
策
の
重
要

性
を
認
め
貨
幣
主
義
派
学
説
に
賛
成
で
き
な
い
と
思
う
。
日
本
の

有
カ
な
経
済
学
者
も
フ
リ
ー
ド
マ
ン
学
説
の
欠
陥
と
し
て
財
政
政

策
の
軽
視
を
批
判
し
、
そ
の
必
要
性
を
強
調
し
、
日
本
の
昭
和
四

八
年
の
オ
イ
ル
シ
目
ツ
ク
に
つ
き
ケ
イ
ン
ズ
的
な
財
政
政
策
を
抜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脆
〕

き
に
し
て
は
、
あ
の
よ
う
な
回
復
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
が
、
そ
の
理

由
と
し
て
い
る
経
済
学
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
学
説
に
強
い
疑

問
を
懐
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
学
説
の
理
由
に
疑
問
を
生
ず
る
こ

と
に
な
る
。

　
（
兜
）
　
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
箸
都
留
訳
・
「
新
版
経
済
学
」
・
上
巻
三
三
九
員

　
　
以
下
。

　
（
邸
）
　
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
・
前
掲
、
上
巻
三
四
八
頁
、
下
巻
八
九
七
頁
。

　
（
“
）
　
サ
ム
㌧
ψ
ツ
ン
．
前
掲
上
巻
三
個
C
項
。

　
（
∬
）
　
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
・
前
掲
上
巻
三
四
九
頁
以
下
。

　
（
“
）
　
内
田
忠
夫
発
言
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
「
目
本
診
断
」
　
一
七
三
頁
。

　
ま
た
、
か
り
に
シ
カ
ゴ
学
派
の
経
済
学
説
を
正
当
と
し
て
も
こ

れ
か
ら
直
ち
に
会
社
法
の
立
法
お
よ
び
解
釈
に
つ
ぎ
緩
や
か
な
方

針
を
と
る
こ
と
に
導
か
れ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
こ
の
両

者
は
一
応
別
物
で
あ
り
一
方
か
ら
他
方
の
結
論
を
直
接
に
出
す
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
政
府
の
政
策
が
自
由
放
任
で
あ
れ
ば
、
民
間

で
自
治
的
に
秩
序
を
守
る
必
要
が
あ
り
、
会
社
の
監
査
を
厳
重
に

し
て
、
こ
れ
に
よ
り
経
済
活
動
が
安
全
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
企
図

す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い

て
も
、
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

凝
間
が
残
る
の
で
あ
る
。

第
八
　
む
す
び

　
上
述
し
た
理
由
に
よ
っ
て
私
は
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学

派
挙
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
ま
た
立
法
と
し
て
は
、
デ
ラ
ウ
ェ

ア
一
般
会
社
法
の
緩
や
か
な
規
制
に
も
賛
成
で
き
な
い
。
今
後
わ

が
国
の
会
社
と
米
国
の
会
社
と
が
種
々
な
交
渉
を
も
つ
場
合
が
益

々
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
際
に
規
制
の
緩
や
か
な
デ

ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
に
準
拠
し
た
米
国
会
社
を
羨
し
く
恩
い
、
こ
れ

と
同
様
な
立
法
お
よ
び
解
釈
を
わ
が
国
に
持
ち
込
む
こ
と
を
望
む

経
営
者
が
相
当
出
て
く
る
か
と
思
わ
れ
る
し
、
・
あ
る
い
は
学
者
の

申
に
も
そ
の
よ
う
な
見
解
に
傾
く
人
も
出
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
わ
が
国
で
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
的
な
立
法
は
立
法
論
と

し
て
と
る
ぺ
き
で
は
な
い
と
共
に
解
釈
論
と
し
て
も
、
ぞ
の
よ
う

な
考
え
方
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
と
恩
う
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法

の
制
定
壌
情
は
、
理
論
的
優
秀
で
あ
る
か
ら
制
定
さ
れ
た
の
で
は
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な
く
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ラ
ウ
ニ
ア
州
の
磁

収
入
を
増
加
す
る
た
め
に
経
営
者
に
有
利
で
規
制
の
緩
や
か
な
会

社
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
制
定
の
事
憎
か
ら
い
っ

て
も
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
を
模
範
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
日
本
の
会
社
法
挙
界
が
現
在
米
国
法
の
研
究
に
熱
心
で
あ

る
か
ら
、
米
国
で
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
が
優
勢
で
あ
り
、
ま
た
こ

れ
を
支
持
す
る
シ
カ
ゴ
学
派
の
学
説
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
こ
と

か
ら
、
日
本
で
も
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
的
な
立
法
を
提
唱
し
た
り
、

又
は
会
社
法
に
つ
い
て
の
シ
カ
ゴ
学
派
学
説
を
採
用
す
る
に
傾
く

こ
と
を
私
は
お
そ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
向
に
つ
い
て
は
是

非
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
八
年
六
月
末
目
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
・
日
本
挙
士
院
会
員
）
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